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令和８年３月農業委員会総会議事録 

 

日   時  令和８年３月２７日（金曜日） 議事開始 午前８時５５分 

 

場   所  えびの市役所本庁 １－３・４会議室 

 

出席委員 

【農業委員】  

稲田 優    竹下 助範   山下 正成  森永 良仁 

新原 正次   岩屋 美智子  増田 賢造  田中 雄策 

前原 幸太郎  田上 みゆき 

  

【農地利用最適化推進委員】  

宮田 吉人  永田 利広  津口 えりこ  坂元 清美 

下原 小夜子 山野 真澄  杉元 義男   庄村 里世  

中津 富夫  米倉 千春  土器 三紀夫  中津 ゆみ子   

山口 長德  鶴田 幸一  園田 義保   吉田 尚美 

上村 ゆかり 

 

欠席委員    

 農地利用最適化推進委員  吐師 伸次郎 

 

事務局職員  

      事務局長 木原 俊一郎      事務局長補佐 川上 大輔 

農地調整係長 松田 篤志     農地調整係主査 宮原 直子 

農地調整係主任主事 中村 清人  農地調整係主事 遠目塚 塁 

 

畜産農政課  

 課長補佐 遊木 凡子 
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議   題  

    報告第１７号 農地等の合意解約について 

    議案第５７号 農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第５８号 農用地利用集積等促進計画（農地中間管理権設定等）について 

    議案第５９号 農用地利用集積等促進計画（所有権移転）について 

議案第６０号 農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第６１号 非農地証明願いについて 

    議案第６２号 令和８年度最適化活動の目標の設定等について 

    議案第６３号 地域計画の変更に係る意見聴取について 
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事務局長 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

 

 

 

 

 

 

事務局長 

議長（会長） 

 

 

 

 

事務局 

ただいまから、令和８年３月定例農業委員会総会を開催します。 

委員の皆様、ご起立をお願いします。 

一同礼。（一同礼） 

おはようございます。 

ご着席ください。 

まず初めに、会長より挨拶と会務報告をお願いします。 

（あいさつ並びに会務報告） 

次に、委員の出席状況を報告します。 

吐師委員から本日の会議に欠席する旨の届け出がありましたの

で、報告します。 

よって、ただいまの出席者は農業委員１０名、農地利用最適化

推進委員１７名で、定足数に達しています。 

これより会議を開きます。 

議事に入る前に、議事録署名委員に竹下会長代理と新原委員を

指名します。 

それでは、ただいまから今月の議事に入ります。 

報告第１７号並びに議案第５７号から議案第６３号までを議題

とします。 

事務局長に議案の朗読をお願いします。 

はい、事務局長。 

（議案朗読） 

はい、議案の朗読が終わりました。 

これより報告並びに議案の審議に入ります。 

まず、報告第１７号「農地等の合意解約について」、事務局か

ら説明をお願いします。 

はい、事務局。 

それでは、報告第１７号、農地等の合意解約について説明しま
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議長（会長） 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

 

 

 

す。 

議案書１ページをお開きください。 

今月の合意解約件数は４１件です。 

それでは説明します。 

２ページ目をご覧ください。 

システム移行による様式の変更はありません。 

今月の総会案件と関連がないものについてのみ説明します。 

整理番号１番ですが、耕作者変更のため解約するものです。 

整理番号２番から５番ですが、所有者が自作するため解約する

ものです。 

続きまして、４ページをお開きください。 

整理番号２１番ですが、農地中間管理機構へ移行するため解約

するものです。 

続きまして、５ページをお開きください。 

整理番号３８番および３９番ですが、今後転用するため解約す

るものです。 

整理番号４０番ですが、耕作者変更のため解約するものです。 

以上ご報告します。 

ただいま説明が終わりました。 

これより審議に入ります。 

各委員からの質疑を求めます。 

質疑はありませんか。 

（質疑なし） 

質疑がないようですので、報告第１７号の質疑を終結します。

次に、議案に入ります。 

議案第５７号「農地法第３条の規定による許可申請について」、

事務局から説明をお願いします。 

はい、事務局。 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、議案第５７号、農地法第３条の規定による許可申請

について説明します。 

議案書７ページをご覧ください。 

今月の許可申請件数は、所有権移転１８件、権利の設定１件の

合計１９件となります。 

申請人の住所、氏名は省略して、申請内容については概略を説

明します。 

次の８ページをご覧ください。 

システム移行に伴いまして様式の変更がありますので、様式に

ついて説明します。 

様式の変更点としましては、大きく４点です。 

１点目は申請番号ですが、これまで所有権移転と権利の設定の

番号を分けて番号をふっていましたが、新様式では連番となり

ます。 

順番としてはこれまでと変わらず、所有権移転の後に権利の設

定が出てくる順となります。 

２点目は、権利関係の表記が変更されています。 

後ほど具体的に説明します。 

３点目は、受け人、渡し人の年齢の表記がなくなっています。 

４点目は、渡し人の職業の表記がなくなっています。 

表の権利の欄をご覧ください。 

これまでは権利関係の表記は、売買、贈与、賃貸借、使用貸借

という表記でしたが、新様式では売買の場合は有償、贈与の場

合は無償と表記されます。 

次に、表の中ほどにあります経営面積の欄をご覧ください。 

表記としましては、経営、自作、借入、貸付と表記されていま

す。 

経営の面積は、所有地の面積である自作の面積、貸借して借り
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入れている借入の面積の合計面積となります。 

貸付の面積については、経営の面積に含まれませんのでご注意

ください。 

慣れるまでは見づらいかと思いますが、どうぞよろしくお願い

します。 

それでは、議案の説明に入ります。 

整理番号１番。 

田１筆、１０４６平米の売買です。 

総額〇〇〇円です。 

整理番号２番。 

田１筆、１１７１平米の売買です。 

総額〇〇〇円です。 

続きまして、整理番号３番。 

畑１筆、２０３８平米の売買です。 

総額〇〇〇円です。 

備考欄のとおり、増田委員の掘り起こしです。 

整理番号４番。 

田１筆、１２０１平米の売買です。 

総額〇〇〇円です。 

続いて、９ページをご覧ください。 

整理番号５番。 

田１筆、９９平米の売買です。 

総額○○円です。 

備考欄のとおり、森永委員の掘り起こしです。 

補足です。 

申請農地は、筆界未定の農地ですが、隣接者と立会いを行い、

双方ともに境界について承諾し争いがないことを事前に確認し

ています。 
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整理番号６番。 

田１筆、９７５平米の贈与です。 

整理番号７番。 

畑２筆、８３１平米の贈与です。 

備考欄のとおり、岩屋委員の掘り起こしです。 

また、申請地は２名の共有地です。 

整理番号８番。 

９ページから１０ページとなります。 

田６筆、９９１１平米の売買です。 

総額〇〇〇円です。 

備考欄のとおり、増田委員の掘り起こしです。 

整理番号９番。 

畑１筆、１２４０平米の売買です。 

総額〇〇〇〇〇〇〇円です。 

備考欄のとおり、竹下委員の掘り起こしです。 

整理番号１０番。 

田１筆、４０８７平米の売買です。 

総額〇〇〇円です。 

整理番号１１番。 

田２筆、５５３２平米の売買です。 

総額〇〇〇円です。 

整理番号１２番。 

１０ページから１２ページとなります。 

田１９筆、畑１筆、４万４８９６平米の贈与です。 

備考欄のとおり、親から子への生前一括贈与です。 

整理番号１３番。 

１２ページから１３ページとなります。 

田７筆、４０７１平米の売買です。 
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総額〇〇〇円です。 

整理番号１４番。 

畑１筆、２９７平米の贈与です。 

整理番号１５番。 

畑２筆、２３７５平米の贈与です。 

整理番号１６番。 

１３ページから１４ページとなります。 

田３筆、３００８平米の売買です。 

総額〇〇〇円です。 

備考欄のとおり、農地所有適格法人による取得です。 

また、当該法人は農地を新規で取得されますので、営農計画書

が併せて提出されています。 

整理番号１７番。 

畑３筆、５１８９平米の売買です。 

総額〇〇円です。 

備考欄のとおり、新規で農地を取得されますので、営農計画書

が提出されています。 

宅地農地を一括で購入するということで、宅地に隣接している

畑が申請農地となっています。 

整理番号１８番。 

田２筆、２２６９平米の売買です。 

総額〇〇〇円です。 

備考欄のとおり、竹下委員の掘り起こしです。 

続きまして、権利の設定になります。 

整理番号１９番。 

田１筆、３２３７平米の使用貸借です。 

備考欄のとおり、竹下委員の掘り起こしです。 

以上所有権移転１８件、権利の設定１件、計１９件です。 
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議長（会長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

庄村委員 

 

 

 

 

 

はい、事務局の説明が終わりました。 

ここで、議案第５７号については、各担当委員に現地確認等を

行っていただいています。 

農地の現地確認と申請人「受け人」の確認の状況について、各

委員から報告をいただきます。 

それでは、所有権移転、整理番号１番の農地の報告を吐師委員

に代わって事務局に、それから申請人「受け人」の報告を庄村

委員にお願いします。 

まずは、農地の報告を事務局にお願いします。 

はい、事務局。 

整理番号１番の農地について、吐師委員の調査報告を代読しま

す。 

申請農地は、〇〇〇自治会内にあります。 

〇〇〇〇〇より東に３００メートルの場所です。 

基盤整備はしてありません。 

農地の形状は良いです。 

申請農地周辺は、農地と宅地に囲まれています。 

日照、接道、用排水は良好です。 

申請農地の作付状況は、水稲が植えつけた跡がありました。 

以上報告します。 

次に、申請人「受け人」の報告を庄村委員にお願いします。 

はい、庄村委員。 

整理番号１番の受け人の状況について報告します。 

受け人の営農状況は、稲作主体の専業農家です。 

渡し人との関係は他人です。 

後継者はいません。 

取得後は稲作をされます。 

地域との調和については、所有農地の管理も行き届いており、
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議長（会長） 

 

 

 

吉田委員 

 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

宮田委員   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

 

問題ないと判断します。 

次に、所有権移転、整理番号２番の農地の報告を吉田委員に、

申請人「受け人」の報告を宮田委員にお願いします。 

まずは、農地の報告を吉田委員にお願いします。 

はい、吉田委員。 

整理番号２番の農地１筆について報告します。 

申請農地は、〇〇〇自治会内にあります。 

基盤整備はされていませんが、形状は良くだいたい四角です。 

申請農地周辺には、南側に宅地があり、他は田んぼです。 

日照、用排水も良好で、接道はやや狭いですが良好です。 

以上報告します。 

次に、申請人「受け人」の報告を宮田委員にお願いします。 

はい、宮田委員。 

受け人の状況を報告します。 

まず、この本人にはですね、直接お会いしましたが、この方は

○○地区に今現住所があります。 

〇〇〇〇〇の少し先の左に上がったところに、現住所がありま

す。 

〇〇〇の方に本宅があって、ここから駆けて行ったり、あと○

○地区に今母牛を１９頭飼育しています。 

だから、〇〇の場所を買われたということでした。 

今後は繁殖業主体でやっていくそうです。 

先ほど話しましたように、田んぼに野菜、イタリアン、米等を

栽培したいということでした。 

以上報告を終わります。 

次に、整理番号３番の農地および申請人「受け人」の報告を増

田委員にお願いします。 

はい、増田委員。 
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増田委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

 

 

中津ゆみ子委員 

 

 

申請番号３番の農地について報告します。 

申請農地は、○○自治会内にあります。 

基盤整備はしてありません。 

農地の形状はいいです。 

申請農地周辺一帯は畑です。 

日照良好です。 

接道良好です。 

用排水も良好です。 

作付として、〇を栽培されるそうです。 

以上報告します。 

受け人について報告します。 

申請番号３番の受け人は、○○自治会に住んでいます。 

営農状況は専業です。 

稲作と〇ですが、○が専門です。 

渡し人との関係は他人です。 

後継者は、後継者本人です。 

取得後の利用状況は〇を植えられるそうで、現在○を終えてい

ます。 

所有農地の畦畔の管理は良好です。 

地域との調和も良いです。 

以上報告します。 

次に、所有権移転整理番号４番の農地の報告を中津ゆみ子委員

に、申請人「受け人」の報告を上村委員にお願いします。 

まず農地の報告を中津ゆみ子委員にお願いします。 

はい、中津委員。 

整理番号４番の件１筆について報告します。 

申請農地は、〇〇〇自治会内にあります。 

基盤整備は進んでいますが、ほぼ遊休地化してましたが、現在
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議長（会長） 

 

上村委員 

 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

 

森永委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は耕作してきれいに整備されてました。 

日照、接道、用排水は良好です。 

以上報告します。 

次に、申請人「受け人」の報告を上村委員にお願いします。 

はい、上村委員。 

整理番号４番の受け人の状況について報告します。 

受け人は、稲作主体の専業農家です。 

渡し人との関係は、他人です。 

後継者は息子さんがいますが、まだわからないとのことです。 

受け人は、そういう農地の畦や用水路の管理も適正に管理され

ており、問題ないと判断します。 

次に、整理番号５番の農地および申請人「受け人」の報告を、

森永委員にお願いします。 

はい、森永議員。 

申請番号５番について報告します。 

まず農地の関係ですけれども、国道２２１号の〇〇〇〇〇〇〇

〇〇から小林に向かって、〇〇〇〇〇というのがありますが、

その手前のカーブのところになります。 

三角形で１アールもないような土地です。 

日照については東側に宅地がありますけれども、それの陰によ

って少し日当たりが悪いのかなという感じがしています。 

接道は国道の横ですので、良いと思います。 

用排水については、少し悪いと思います。 

申請農地の作付は、今はしてありませんでした。 

続きまして、受け人について報告します。 

受け人は〇〇〇自治会に住んでいて、専業で稲作を中心として

行っています。 

渡し人との関係は、他人です。 



13 

 

 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

 

米倉委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

 

岩屋委員 

 

 

後継者はいます。 

取得後の農地につきましては、果樹、梅等を植えたいというこ

とで聞いています。 

所有農地の畦畔管理は良好です。 

地域との調和も良いです。 

次の整理番号６番の農地および申請人「受け人」の報告を、米

倉委員にお願いします。 

はい、米倉委員。 

整理番号６番について報告します。 

申請農地は、〇〇〇〇自治会内にあります。 

農地の形状は、長方形で良いです。 

周辺一帯は田ですが、東側にソーラー発電があります。 

日照、接道、用排水は良好です。 

今は、作付はしてありませんでしたが、稲作の跡がありまし

た。 

続きまして、受け人の報告をします。 

受け人は、譲渡される方が叔母であり、親戚になります。 

叔母の息子、娘は県外に在住しており、田は作らないというこ

とで、相続しないということで受け人に贈与されたものです。 

後継者は、○○に息子さんが住んでいるそうです。 

取得後は稲作をされるそうです。 

以上です。 

次に、整理番号７番の農地および申請人「受け人」の報告を、

岩屋委員にお願いします。 

はい、岩屋委員。 

整理番号７番について報告します。 

申請農地は、〇〇〇から○○地区へ抜ける境の県道〇〇〇号線

沿いの道路沿いの北側にあります。 
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渡し人との関係は、他人です。 

この申請農地は、両親が住んでいる家の前にあります。 

申請農地には、今は何も作付してありませんでした。 

続いて、受け人の営農状況は、稲作と園芸の複合経営の専業農

家です。 

後継者は、今現在受け人が後継者になられたばかりで、自分の

子供がまだ小さいのでわからないとのことでした。 

所有農地の管理も、両親の協力の下適正に管理されてあり、問

題ないと判断します。 

次の整理番号８番の農地および申請人「受け人」の報告を増田

委員にお願いします。 

はい、増田委員。 

申請番号８番について報告します。 

農地について、農地は○○自治会内にあります。 

○○の中央部分にあります。 

農地の形状ですが、悪いです。 

極端に谷底にあるような田んぼです。 

申請農地一帯は、田んぼと山林です。 

日照はやや良好です。 

接道は非常に悪いです。 

用排水の状況も悪いです。 

申請農地の作付は、水稲を作付されるそうです。 

現在は荒れているような状況です。 

受け人について報告します。 

受け人は、〇〇〇〇自治会に住まれています。 

営農状況は専業です。 

渡し人との関係は、他人です。 

後継者本人です。 
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取得後は、田んぼとして利用されるそうです。 

所有農地の管理も良好です。 

地域との調和も良いです。 

次に、整理番号９番の農地および申請人「受け人」の報告を、

竹下会長代理にお願いします。 

はい、竹下会長代理。 

それでは、整理番号９番の説明をします。 

実はこの案件は、去年の１２月に申請が１月の案件として申請

が出たのですが、この受け人が非常に農地をあっちこっち借り

ていて、７、８か所あったと思うのですが、これが全て耕作放

棄地みたいに荒れていまして、このままこの案件も同じような

状況になるのではないかと見に行ったら、案の定荒れていまし

た。 

要は、１月の時点でこういう状態であれば、この案件も許可が

できないというような判断をして、取下げをされました。 

その後、またきれいに整備をしたらもう１回調査するというこ

とで、再調査をしました。 

２月２３日に一回全部見たのですが、１か所残っていまして、

３月１０日に終わったという話で再調査したら整備はされてあ

りました。 

除草をしただけで、耕うんとかまだやってありませんが、耕作

する意思が見えたかなということで、事務局の方で申請を受け

ましょうかというような話になったので、申請をされたという

ことです。 

しっかり管理をされるかどうかわかりませんが、よく目を光ら

せていないといけないというような気がします。 

それから、受け人に対してですが、牛が○○頭ぐらい、生産を

やっておられまして、これだけの農地を借りていて、飼料作物
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も作らないんですよね。 

よくわからないですが、受け人との渡し人との関係は、以前近

所に住んでいて引っ越された方だという話でした。 

後継者の息子は出ていって、今はいません。 

取得後の状況は、飼料作物を作るという話でた。 

所有の畦畔の管理は見たところ、良いと思います。 

地域と協力に関しては、少し懸念は残ります。 

そういうことで、現状はそういう意思をみせられたということ

です。 

次の整理番号１０番の農地および申請人「受け人」の報告を、

永田委員にお願いします。 

はい、永田委員。 

整理番号１０番の報告をします。 

農地は、〇〇〇〇〇自治会内にあります。 

場所は県道から県道山麓線から〇〇〇〇に入りますと、〇〇〇

〇〇を行きますと、そこから３００メートル行くと右手に家が 

あります。 

その家の手前の田んぼです。 

基盤整備はされてあります。 

農地の形状は正方形。 

周囲一帯は、南の方に宅地、あとは田んぼです。 

日照は良いです。 

接道もあります。 

用排水路も全て整っています。 

以上農地の報告を終わります。 

次に、受け人について報告します。 

受け人は、〇〇〇〇〇自治会に住んでいます。 

営農状況は兼業です。 
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渡し人との関係は、他人です。 

後継者はあります。 

取得後の利用は、田んぼです。 

所有農地の畦畔とか、地域との調和は良いです。 

作業等は生産組合に依頼するとのことでした。 

以上報告を終わります。 

はい、続きまして、次の整理番号１１番の農地および申請人

「受け人」の報告も永田委員にお願いします。 

はい、永田委員。 

整理番号１１番の報告をします。 

農地は、〇〇〇〇〇自治会内にあります。 

これも先ほどと同じで山麓線から〇〇〇〇〇に入って架橋下を

くぐって３００メートル行った右が自宅で、左側が田んぼにな

ってます。 

その田んぼの東側にあります。 

基盤整備はされています。 

農地の形状は正方形です。 

一帯は田んぼです。 

日照も良いです。 

接道もあります。 

用排水も良好です。 

作付は水稲です。 

次に、受け人の報告をします。 

受け人は、〇〇〇〇〇自治会内に住んでいます。 

営農状況は専業です。 

稲作、露地野菜などを作っています。 

渡し人との関係は、他人です。 

後継者はいます。 
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取得後の利用は、田んぼです。 

所有農地の畦畔は良好、地域との調和も良好です。 

以上報告します。 

次に、整理番号１２番の農地および申請人「受け人」の報告を

土器委員にお願いします。 

整理番号１２番の農地、受け人について報告します。 

農地の報告から行います。 

申請農地は、田１９筆、畑１１筆、計３０筆です。 

申請農地は、〇〇〇、〇〇〇、〇〇〇自治会にあります。 

農地の位置については、〇〇〇公民館から半径２キロの範囲に

申請農地が３０筆あります。 

筆数が多いので、まとまっている地域ごとに４つの範囲に分け

て報告します。 

まず、〇〇〇公民館から北に７００メートルの範囲にある農地

６筆について報告します。 

基盤整備はされています。 

農地の形状は、四角形です。 

申請農地周辺の状況は、水田に囲まれています。 

日照、接道は良く、問題ないと判断します。 

次に、〇〇〇団地東に６００メートルの範囲にある農地１２筆

を報告します。 

基盤整備はされています。 

農地の形状は四角形です。 

申請農地周辺は水田、山林、宅地があります。 

日照、接道が良く、問題ないと判断します。 

次に、〇〇〇〇〇〇○○西６００メートルの範囲にある畑の別

について報告します。 

基盤整備はされていません。 
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上村委員 

農地の形状は畑１筆のみが三角形で、外５筆は四角形です。 

申請農地周辺の状況は畑があり、山林に囲まれています。 

日照、接道は良く、問題ないと判断します。 

次に、〇〇〇付近の６筆について報告します。 

基盤整備がされています。 

農地の形状は四角形です。 

申請農地周辺の状況は、田が広がっています。 

南に河川があります。 

日照、接道は良く、問題ないと判断します。 

以上報告します。 

次に、受け人の状況について報告します。 

受け人の営農状況は、○○と兼業で稲作主体の営農をされてい

ます。 

渡し人との関係は、親子です。 

高齢になってきたので、息子への全ての農地を贈与することに

したとのことでした。 

後継者については、受け人である息子さんですが、ゆくゆくは

孫が継いでくれるという話でした。 

現在○○の方で、畜産の勉強をされているということでした。 

農地取得後の利用状況は、水稲と飼料作を予定しています。 

所有農地の畦畔の管理は良好です。 

地域との調和については、周辺の方とのトラブルもなく問題な

いと判断します。 

次に、整理番号１３番の農地の報告を上村委員に、申請人「受

け人」の報告を、園田委員にお願いします。 

まずは、農地の報告を上村委員にお願いします。 

はい、上村委員。 

整理番号１３番の農地計７筆について、報告します。 
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申請農地は、〇〇〇〇自治会内にあり、公民館の北西５０メー 

トルに地番が〇〇〇〇番、〇〇〇〇番、農道を挟んで〇〇〇〇 

－〇、〇〇〇〇－〇、その西側５０メートルに、〇〇〇－○○、 

〇〇〇－〇、〇〇〇番があり、周辺は水田です。 

基盤整備されており、日照、接道、用排水は良好です。 

既に畔塗りがされており、防草シートも貼ってありました。 

以上報告します。 

次に、申請人「受け人」の報告を園田委員にお願いします。 

はい、園田委員。 

それでは、受け人について報告をします。 

受け人は、〇〇〇自治会に在住です。 

米主体の専業農家です。 

内訳は５町歩ぐらい作っているが、米を３町歩ぐらい、ＷＣＳ

を２町歩ぐらいということでした。 

今回なぜ〇〇〇の辺りにと思うんですけれども、既にその地区

に耕作地があり、そしてまた渡し人が同級生ということで○○

に住んでいて、ざっと眺めたときに、〇〇〇〇○○をされてい

て、私が考えるには、この〇〇〇地区に担い手の方がいるのか

なと。 

それで、同級生のあなたが引き受けてほしいという話になっ

て、それなら引き受けようとなって、価格はいくらでもいいか

らというようなことで、安いかもしれませんけれども、この価

格に落ち着いたということです。 

受け人は、後継者は○○歳の市内の会社にお勤めの方がいます

が、この方がするかどうかは、まだそういう話はしていないと

いうことでした。 

地域のいろんな行事にもよく出席をされて、田畑の管理も良く

されています。 
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議長（会長） 

中津富夫委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

親父さんの時代から米作りの専業農家であったと記憶していま

す。 

以上報告します。 

ほ場につきましては、〇〇〇地区、○○地区、○○、今回の〇

〇〇〇、それから前々から借り受けていて、これらの地区に点

在していますが、歳はあまり私と変わらないけれども頑張って

いるようです。 

以上報告します。 

次に、整理番号１４番の農地および申請人「受け人」の報告

を、中津富夫委員にお願いします。 

はい、中津富夫委員。 

まず、農地について報告します。 

整理番号１４番と整理番号１５番が１枚になっているところが

あるため、１４番と１５番をまとめて報告します。 

よろしいでしょうか。 

はい、お願いします。 

申請農地は○○自治会内にあり、〇〇〇〇〇の北側に位置しま

す。 

整理番号１４番の〇〇〇〇－○○と、整理番号１５番の地番〇

〇〇〇－○○は１枚の畑になっています。 

１５番の地番〇〇〇〇は、他の畑を１枚挟んで東側にありま

す。 

農地の北側は山林ですが、農地の形状、日照、接道も良好で

す。 

申請農地は耕うんされており、サツマイモを作付する予定との

とでした。 

１４番と１５番の渡し人は姉妹であり、受け人とは友人で、今

まで受け人が賃貸借されていた畑です。 
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受け人について報告します。 

受け人の営農状況は、専業農家です。 

稲作、露地野菜、ハウスピーマン、栗を作っています。 

受け人は両親と３人で営農されていますが、所有農地の管理も

行き届いており、問題ないと判断します。 

次に、整理番号１６番の農地の報告を下原委員に、申請人「受

け人」の報告を増田委員にお願いします。 

まずは、農地の報告を下原委員にお願いします。 

はい、下原委員。 

整理番号１６番の農地３筆について報告します。 

申請地は〇〇〇自治会内にあって、〇〇〇〇〇の東側にある農

地です。 

基盤整備された長方形の水田で、宅地と水田が混在した場所で

す。 

日照、接道、用排水は問題ありません。 

今は稲作の跡がありました。 

以上報告します。 

次に、申請人「受け人」の報告を、増田委員にお願いします。 

はい、増田委員。 

申請番号１６番の受け人について報告します。 

受け人は、○○自治会内に住んでいます。 

営農状況は専業です。 

また、渡し人との関係は他人ですが、農業委員会を通じて購入

されるそうです。 

農業委員会の紹介で購入されるそうです。 

後継者は、お孫さんが〇〇〇さんですが、認定農業者です。 

取得後の利用状況ですが、田んぼとして利用されるそうです。

所有農地の管理も行き届いており、良好です。 
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地域との調和も良いです。 

以上報告します。 

次に、整理番号１７番の農地および申請人「受け人」の報告

を、宮田委員にお願いします。 

はい、宮田委員。 

まず、申請農地から報告します。 

場所から説明しますが、場所は〇〇〇〇の踏切を渡ってです

ね、山麓線まで出まして小林方面に少し向かえば、すぐ右の方

に〇〇〇〇〇〇〇〇〇という病院があります。 

それから並びに３、４軒ぐらい行ったところに、今回の農地が

あります。 

行ってみると、基盤整備は未だでした。 

それと農地の形状は悪いです。 

申請農地周辺一帯はだいたいが畑と、一部周りが宅地に囲まれて

います。 

日照、接道は良好な方です。 

用排水は不良です。 

作付は、今のところはありません。 

中に入ってみると、畑のちょうど真横、南側が竹林になってい

まして、あとは本人さん、渡し人の方が帰ってきて全部きれい

にするということでした。 

それと、続いて受け人の報告をします。 

現在受け人の方はですね、今回は電話のやり取りになりまし

た。 

なぜかというと、現在○○市内に住んでいて、ここは不動産を

通されて今の場所を購入されたということです。 

本人に聞くと今えびの市の道の駅に、商品盆栽を出品している

そうです。 
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４月１０日以降にえびのに移住されるそうです。 

そうなったときは、現在の畑のところにハウスを２棟建てたい

と。 

あと観葉植物です。 

エバーフレッシュとか、アンスリウムとか商品盆栽を、黒松と

か加賀楓とかたくさんありますが、そのようなものを育ててい

きたいということです。 

道の駅には当然出品していきたいとのことです。 

これからも一生懸命やりたいということでした。 

これで報告を終わります。 

次に、整理番号１８番と１９番の農地および申請人「受け人」

の報告を、竹下会長代理にお願いします。 

はい、竹下会長代理。 

それでは、整理番号１８番、１９番を一緒に説明します。 

まず農地が、申請番号１８、１９とも隣同士くっついていて、

それから受け人が一緒です。 

ということで、まとめて報告をしたいと思います。 

まず、農地に関しては、〇〇〇〇〇〇〇〇線って〇〇〇の方に

県道がずっと走っていますが、それの川内川の〇〇橋というの

があります。 

こちらから向かいますと、○○橋を渡ってすぐ左側の田んぼに

なります。 

川内川の横になるわけですけれども、〇〇〇〇〇の農地は隣接

していまして、一緒に移動することで非常に便利がいいという

ような考え方から対応していました。 

現在は荒れていました。 

荒れていたのですが、この１８番の田んぼは、渡し人が時々除

草をされていたということです。 
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１９番に関しては、前に借りていた人が耕作せず、非常に荒れ

てました。 

両方とも渡し人の承諾を受けまして、今除草作業はすべて終わ

っています。 

一部耕うんが終わっています。 

そういうことで、これから始めていこうかということです。 

それで、１８番は売買です。 

１９番は使用貸借というような形で進めました。 

この受け人も、新規就農というか、去年から対応してはいたの

ですが、新規就農で一生懸命やっていくということで、最終的

には５、６町歩を確保したいと聞いています。 

そういうことで、今後の活躍が期待できるのではないかと思い

ます。 

まだ〇〇歳で、若いです。 

以上です。 

各委員からの調査報告が終わりました。 

続きまして、事務局より判断根拠の説明をお願いします。 

はい、事務局。 

判断根拠を説明します。 

今回の申請内容につきましては、農地法第３条第２項第１号か

ら第５号まで、事前に事務局で申請書に基づき調査しました

が、問題ありませんでした。 

農地法第３条第２項第６号につきましては、委員の皆様から事

前調査の報告がありましたとおり、地域の調和要件など問題は

ないということです。 

したがいまして、計１９件につきましては、農地法第３条第２

項各号に該当しないため、許可要件を全て満たしていると考え

ます。 
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議長（会長） 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

 

 

 

 

議長（会長） 

判断根拠の説明が終わりました。 

これより議案第５７号の審議に入ります。 

ここで、所有権移転、整理番号１番の譲受人は○○委員です。 

よって、農業委員会等に関する法律第３１条に基づき、○○委

員の退席を求めて審議します。 

○○委員の退席をお願いします。 

（○○委員 退席） 

それでは、所有権移転、整理番号１番の審議に入ります。 

各委員の質疑を求めます。 

質疑はありませんか。 

（質疑なし） 

質疑がないようですので、質疑を終結します。 

お諮りします。 

所有権移転、整理番号１番は原案のとおり決定することに、賛

成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

はい、全員賛成と認めます。 

よって、所有権移転、整理番号１番はお諮りのとおり決定しま

す。 

○○委員の退席を解きます。 

（○○委員 着席） 

次に、所有権移転、整理番号４番の譲受人は、○○委員と同居

する親族です。 

よって、農業委員会等に関する法律第３１条に基づき、〇〇委

員の退席を求めて審議します。 

○○委員の退席をお願いします。 

（○○委員 退席） 

それでは、所有権移転、整理番号４番の審議に入ります。 
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議長（会長） 

 

 

 

 

山下委員 

 

 

議長（会長） 

事務局 

 

 

 

 

議長（会長） 

事務局 

各委員の質疑を求めます。 

質疑はありませんか。 

（質疑なし） 

質疑がないようですので、質疑を終結します。 

お諮りします。 

所有権移転、整理番号４番は、原案のとおり決定することに賛

成の委員の挙手を求めます。 

はい、全員賛成と認めます。 

よって、所有権移転、整理番号４番はお諮りのとおり決定しま

す。 

○○委員の退席を解きます。 

（○○委員 着席） 

続いて、所有権移転、整理番号１番、４番を除く議案第５７号

の審議に入ります。 

各委員の質疑を求めます。 

質疑はありませんか。 

はい、山下委員。 

１６番について、質問します。 

この受け人の経営、自作、これが書いてないのですが、現在農

地は持ってないということでしょうか。 

はい、事務局お願いします。 

整理番号１６番について、農地の経営面積の記載がないという

ことで、法人としての農地所有は今回が初めてになります。 

この受け人である〇〇〇〇〇〇〇〇さんの代表取締役である

方、〇〇〇〇〇〇が所有している農地、あと借り入れている農

地で、今法人の方は経営をしているという状況です。 

今回は、初めて法人で取得をするという状況です。 

補足です。 
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議長（会長） 

山下委員 

議長（会長） 

 

森永委員 

 

 

 

議長（会長） 

事務局 

 

 

 

議長（会長） 

森永委員 

議長（会長） 

 

竹下会長代理 

 

 

議長（会長） 

 

事務局 

 

 

 

株式会社〇〇〇〇さんは、法人の設立が令和〇年〇月○○日と

なっています。 

今の説明でよいですか。 

はい、ありがとうございます。 

他に質疑ありませんか。 

はい、森永委員。 

すいません、今の〇〇〇〇の件で、この方が露地園芸なのか、

何なのかを教えてもらえれば、今後同様な案件があったときに

経営内容が和牛なのか、何なのか判断できるのでお願いしま

す。 

はい、事務局。 

引き続き、整理番号１６番についての質問ということで、営農

類型については露地野菜になります。 

品目としては、水稲、露地のピーマン、加工用ブロッコリー、

ホウレンソウ等を作付している法人となります。 

よろしいですか、森永委員。 

はい。 

はい、他にないですか。 

はい、竹下会長代理。 

参考のために、わかれば教えていただきたいんですが。 

１２番の生前贈与の案件が４４筆ありますが、この贈与税とい

うのは、どのぐらいになるんでしょうか。 

事務局よろしいですか。 

事務局、説明をお願いします。 

贈与税について、簡単に説明します。 

まず贈与税に関しては、固定資産の評価額の金額によって税額

が変わってくるので、今回の案件で贈与税がいくらになるかと

いうことは、説明することができないというのが一点です。 
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また、農地に関しては、税制措置として納税猶予という制度が

ありまして、事前に申請をしておくことだと思います。 

この納税猶予の申請をしておくことで、贈与税として納めるの

ではなく、この贈与者が亡くなったときに相続税として払う形

をとることができますので、いわゆる贈与税よりも相続税の方

が、税控除が大きいです。 

個別によって変わりますが、そういう手続きになります。 

はい、局長より補足があります。 

今の納税猶予の説明がありましたけども、先ほどあったよう

に、贈与税についてはこの土地の場所によって評価額が変わり

ますので、詳細な金額というのは今わからないのですが、先ほ

どありましたように、この生前一括贈与をして、今年贈与すれ

ば来年の申告時期に納税猶予の手続きを税務署で行う必要があ

ります。 

その贈与税というのが、贈与した人が亡くなるまで猶予されま

す。 

亡くなった後に先ほどあったように相続税に切り替わるんです

けれども、相続税は控除が非常に大きいです。 

２５００万円に相続人の数掛ける５００万円だと思います。 

だから、大きい額の控除があるので、田んぼや畑を一括贈与し

たところで、おそらくこれも何百万という額にはならないはず

なんですね。 

なので、基本的に贈与者が亡くなった時点で免除になります。 

控除額としては、相続税に切り替わったときに、その２５００

万以上の金額というのはほぼなく、えびの市でそういった評価

の高い農地はありません。 

なので、相続した人が亡くなった時点で、免除という形でもう

払わなくてよくなります。 
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議長（会長） 

 

議長（会長） 

 

 

ですが、生前一括納税猶予を選択すると、途中でその農地を売

ったり、農地を転用したりすると、この税金がかかってきま

す。 

それで、支払う税金は、利子税と言って、例えば５年後にした

ら５年間分の利子を含めて払わないといけなかったりとか、制

約は非常に厳しいですので、そういった予定がなければこの制

度を使ってもいいんですけども、そこは来年の申告時期にこの

制度を申し込むか申し込まないかで変わるわけです。 

なので生前一括贈与したからといって、その納税猶予を申請し

ないといけないわけではなくて、本人の意思で来年申告に行っ

て申請をすることでその適用を受けることが可能という、これ

にも要件があります。 

耕作している１８歳以上の後継者に贈与するなどの要件がある

んで、それらをクリアした人はそういった届け出をして納税を

受けることができるということで、あと３年に１回この議案に

かかってきますが、耕作しているという確認を受けないといけ

ないです。 

その証明を税務署に提出する必要があります。 

なので少し手続きは複雑、手間がかかりますけども、そういっ

た制度が現在もあるということでご理解いただければと思いま

す。 

納税額については、先ほどあったように具体的には今申し上げ

られないということです。 

はい、他に質問はないですか。 

（質疑なし） 

質疑がないようですので、質疑を終結します。 

お諮りします。 

所有権移転、整理番号１番、４番を除く議案第５７号は原案の
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とおり決定することに、賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

はい、全員賛成と認めます。 

よって、議案第５７号はお諮りのとおり決定します。 

次の議案が長くなりますので、ここで休憩をとります。 

ちょうど２０分までの休憩とします。 

 

（休憩  １０時１０分 ～ １０時２０分） 

 

それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

次に、議案第５８号「農用地利用集積等促進計画（農地中間管

理権設定等）について」を議題とします。 

事務局から説明をお願いします。 

はい、事務局。 

議案の説明に入る前に、一部訂正箇所がありますので、先に報

告します。 

２８ページ、３８番の備考欄のところが下原委員になっていま

すが、新原委員の間違いになりますので、修正をお願いしま

す。 

それでは、議案第５８号、農用地利用集積等促進計画、農地中

間管理権設定等について説明します。 

議案の説明の前に、システムの変更による注意点を一部お伝え

します。 

１６ページをご覧ください。 

真ん中の形態というところがありまして、これまでは使用貸借

等が備考欄の方に入っていたものが、この形態のところに入る

ようになっていますので、少し細くて見づらいところもありま

すが、ご確認をお願いします。 



32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、使用貸借になる場合は、対価のところが空欄になってい

ますのでご注意ください。 

あとは、その隣の対価のところになるのですが、まずこの１６

ページから２０ページのところが、耕作者変更であったり、５

年目の更新による耕作者に対してのみの変更点があるときは、

この渡し人、受け人のところで、渡し人が公益社団法人農業振

興公社、受け人が〇〇〇〇〇〇〇〇〇の２者出てきます。 

このような場合は、受け人に対して対価が一か所出てくるとこ

ろがあります。 

その後の２１ページをご覧ください。 

２１ページから受け人と渡し人両方が出てきます。 

１６番を見ていただくとわかるとおり、渡し人が〇〇〇〇さ

ん、受け人が〇〇〇〇〇さんで、転貸人に公益社団法人宮崎県

農業振興公社が出てきまして、これが新規の分であったり、更

新で入ってくる形になります。 

このよう場合において、対価のところが先ほどは１か所しか出

てこなかったものが、対価等（受け手分）対価等（機構分）と

いう形になりまして、１筆に対して２つの対価が出てきますの

でご注意ください。 

この２つは同額になります。 

見づらいところがありますが、よろしくお願いします。 

それでは、議案の説明の方に移ります。 

１５ページをご覧ください。 

今月の計画件数は８９件です。 

申出人の住所、氏名、借賃、備考欄につきましては、特記事項

のみを説明し、他は省略します。 

それでは、資料の１６ページをご覧ください。 

整理番号１番、田１筆、１７３３平米の賃貸借です。 
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園田委員の掘り起こしです。 

整理番号２番、田３筆、７０６８平米の賃貸借です。 

整理番号３番、田２筆、２３８５平米の賃貸借です。 

整理番号４番、田７筆、３０５７平米の賃貸借です。 

１７ページをご覧ください。 

整理番号５番、田９筆、４０５５平米の賃貸借です。 

整理番号６番、田３筆、１６８１平米の賃貸借です。 

１８ページをご覧ください。 

整理番号７番、田１筆、１１０８平米の賃貸借です。 

整理番号８番、田６筆、６８９７平米の賃貸借です。 

整理番号９番、田５筆、５３１４平米の賃貸借です。 

１９ページをご覧ください。 

整理番号１０番、田９筆、２７２３平米の賃貸借です。 

吐師委員の掘り起こしです。 

整理番号１１番、畑３筆、６４７３平米の賃貸借です。 

２０ページをご覧ください。 

整理番号１２番、田２筆、２０９５平米の賃貸借です。 

整理番号１３番、畑１筆、１２７２平米の賃貸借です。 

岩屋委員の掘り起こしです。 

整理番号１４番、田１筆、１２４８平米の賃貸借です。 

整理番号１５番、畑３筆、２０２９平米の賃貸借です。 

２１ページをご覧ください。 

整理番号１６番、田１筆、１５６５平米の賃貸借です。 

整理番号１７番、畑３筆、４９２５平米の賃貸借です。 

整理番号１８番、畑５筆、３６７１平米の使用貸借です。 

２２ページをご覧ください。 

整理番号１９番、田1筆、２４３１平米の使用貸借です。 

整理番号２０番、田１筆、２１５８平米の賃貸借です。 
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整理番号２１番、田１筆、４４０平米の使用貸借です。 

２３ページをご覧ください。 

整理番号２２番、田１筆、３０３平米の使用貸借です。 

整理番号２３番、田２筆、３４８４平米の賃貸借です。 

整理番号２４番、田１筆、１５３６平米の賃貸借です。 

２４ページをご覧ください。 

整理番号２５番、田１筆、８３６平米の賃貸借です。 

整理番号２６番、田１筆、１００４平米の賃貸借です。 

園田委員の掘り起こしです。 

整理番号２７番、田３筆、３７０３平米の賃貸借です。 

２５ページをご覧ください。 

整理番号２８番、田１筆、３８０５平米の賃貸借です。 

整理番号２９番、田１筆、８０６平米の賃貸借です。 

整理番号３０番、田２筆、５５５１平米の賃貸借です。 

整理番号３１番、田３筆、４０２１平米の賃貸借です。 

２６ページをご覧ください。 

整理番号３２番、田４筆、５６６８平米の賃貸借です。 

整理番号３３番、田１筆、９５９平米の使用貸借です。 

２７ページをご覧ください。 

整理番号３４番、田１筆、１１７１平米の賃貸借です。 

整理番号３５番、田１３筆、９４１９平米の賃貸借です。 

２８ページをご覧ください。 

整理番号３６番、田３筆、３８２４平米の賃貸借です。 

整理番号３７番、田１筆、１２７７平米の賃貸借です。 

整理番号３８番、田４筆、９９９４平米の賃貸借です。 

新原委員の掘り起こしです。 

２９ページをご覧ください。 

整理番号３９番、田１筆、１７９８平米の賃貸借です。 
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整理番号４０番、田１筆、２０４５平米の賃貸借です。 

整理番号４１番、田４筆、５７０４平米の賃貸借です。 

３０ページをご覧ください。 

整理番号４２番、田３筆、１５２６平米の使用貸借です。 

整理番号４３番、田１筆、３７０２平米の賃貸借です。 

３１ページをご覧ください。 

整理番号４４番、田２筆、２３２３平米の賃貸借です。 

整理番号４５番、田１筆、５８９４平米の使用賃貸借です。 

整理番号４６番、田１１筆、２万８７平米の賃貸借です。 

３２ページをご覧ください。 

整理番号４７番、田２筆、３２１２平米の賃貸借です。 

整理番号４８番、田６筆、３３３４平米の賃貸借です。 

３３ページをご覧ください。 

整理番号４９番、田３筆、１５０４平米の賃貸借です。 

整理番号５０番、田１筆、１９７９平米の賃貸借です。 

整理番号５１番、田１筆、２２２２平米の賃貸借です。 

３４ページをご覧ください。 

整理番号５２番、田２筆、５２３７平米の賃貸借です。 

整理番号５３番、田２筆、２３８６平米の賃貸借です。 

整理番号５４番、田７筆、５７７４平米の賃貸借です。 

３５ページをご覧ください。 

整理番号５５番、田３筆、１８８４平米の使用貸借です。 

整理番号５６番、田２筆、１６２８平米の賃貸借です。 

３６ページをご覧ください。 

整理番号５７番、田１筆、１３５２平米の賃貸借です。 

整理番号５８番、田１筆、６７０平米の使用貸借です。 

整理番号５９番、田３筆、畑２筆、計５筆、１万１８１平米の

使用貸借です。 
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３７ページをご覧ください。 

整理番号６０番、田１筆、１３８０平米の賃貸借です。 

３８ページをご覧ください。 

整理番号６１番、田８筆、１万７６５５平米の賃貸借です。 

整理番号６２番、田２筆、２０４８平米の賃貸借です。 

整理番号６３番、田１筆、１２８９平米の賃貸借です。 

３９ページをご覧ください。 

整理番号６４番、田１１筆、５８８８平米の賃貸借です。 

整理番号６５番、田３筆、１９８２平米の賃貸借です。 

４０ページをご覧ください。 

整理番号６６番、田１筆、２７７平米の賃貸借です。 

整理番号６７番、田２筆、２８３２平米の賃貸借です。 

米倉委員の掘り起こしです。 

整理番号６８番、田１筆、３２６平米の賃貸借です。 

４１ページをご覧ください。 

整理番号６９番、田１筆、３３４７平米の賃貸借です。 

整理番号７０番、田３筆、４４３３平米の使用貸借です。 

４２ページをご覧ください。 

整理番号７１番、田１筆、２８６３平米の賃貸借です。 

整理番号７２番、田３筆、３７１７平米の賃貸借です。 

整理番号７３番、田７筆、３９７２平米の賃貸借です。 

４３ページをご覧ください。 

整理番号７４番、田５筆、６８６８平米の賃貸借です。 

整理番号７５番、田３筆、畑２筆、計５筆、３９０７平米の使

用貸借です。 

４４ページをご覧ください。 

整理番号７６番、田１筆、畑２筆、計３筆、１８９９平米の賃

貸借です。 
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整理番号７７番、田４筆、２５９１平米の使用貸借です。 

４５ページをご覧ください。 

整理番号７８番、田４筆、３９３２平米の賃貸借です。 

整理番号７９番、田６筆、４９０９平米の賃貸借です。 

４６ページをご覧ください。 

整理番号８０番、田２筆、３５２３平米の賃貸借です。 

岩屋委員の掘り起こしです。 

整理番号８１番、畑１筆、２０９０平米の使用貸借です。 

前原委員の掘り起こしです。 

整理番号８２番、畑２筆、６４１０平米の使用貸借です。 

前原委員の掘り起こしです。 

整理番号８３番、田４筆、２１７７平米の賃貸借です。 

４７ページをご覧ください。 

整理番号８４番、田３筆、１６０５平米の使用貸借です。 

整理番号８５番、田１筆、２６０４平米の賃貸借です。 

４８ページをご覧ください。 

整理番号８６番、田１筆、１０１８平米の賃貸借です。 

整理番号８７番、田６筆、２０２２平米の賃貸借です。 

整理番号８８番、田２筆、１７９３平米の賃貸借です。 

４９ページをご覧ください。 

整理番号８９番、田１筆、２０５８平米の賃貸借です。 

すみません、議案の訂正箇所がありますのでお願いします。 

４０ページ、申請番号が６６番。 

対価等の受け手分の方が、単当たり〇〇〇〇円になっているの

ですが、〇〇円に修正をお願いします。 

申し訳ありませんでした。 

以上本計画において、賃借権の設定等を受ける者は、賃借権の

設定等を受けた後に農用地の全てを効率的に利用して耕作する



38 

 

 

 

議長（会長） 

 

 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

 

 

議長（会長） 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

 

 

 

ことおよび農作業に常時従事することなど、何ら問題ないと考

えます。 

事務局の説明が終わりました。 

ここで、整理番号２番は、受け人が〇〇委員と同居する親族で

す。 

よって、整理番号２番は、農業委員会等に関する法律第３１条

に基づき、○○委員の退席を求めて審議します。 

〇〇委員の退席をお願いします。 

（〇〇委員 退席） 

これより整理番号２番の審議に入ります。 

各委員の質疑を求めます。 

質疑はありませんか。 

（質疑なし） 

はい、質疑がないようですので、質疑を終結します。 

お諮りします。 

議案第５８号、整理番号２番は原案のとおり決定することに、

賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

はい、全員賛成と認めます。 

よって、議案第５８号、整理番号２番はお諮りのとおり決定し

ます。 

○○委員の退席を解きます。 

（○○委員 着席） 

次に、整理番号１６番の受け人は、○○委員です。 

よって、整理番号１６番は、農業委員会等に関する法律第３１

条に基づき、○○委員の退席を求めて審議します。 

○○委員の退席をお願いします。 

（○○委員 退席） 
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それでは、整理番号１６番の審議に入ります。 

委員の質疑を求めます。 

質疑はありませんか。 

（質疑なし） 

質疑がないようですので、質疑を終結します。 

お諮りします。 

議案第５８号、整理番号１６番は原案のとおり決定すること

に、賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

はい、全員賛成と認めます。 

よって、議案第５８号、整理番号１６番はお諮りのとおり決定

します。 

○○委員の退席を解きます。 

（○○委員 着席） 

次に、整理番号１７番の受け人は、〇〇委員が役員を務める法

人です。 

よって、整理番号１７番は、農業委員会等に関する法律３１条

に基づき、○○委員の退席を求めて審議します。 

○○委員の退席をお願いします。 

（○○委員 退席） 

それでは、整理番号１７番の審議に入ります。 

各委員の質疑を求めます。 

質疑はありませんか。 

（質疑なし） 

はい、質疑がないようですので、質疑を終結します。 

お諮りします。 

議案第５８号、整理番号１７番は原案のとおり決定すること

に、賛成の委員の挙手を求めます。 
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（全員挙手） 

はい、全員賛成と認めます。 

よって、議案第５８号整理番号１７番は、お諮りのとおり決定

します。 

○○委員の退席を解きます。 

（○○委員 着席） 

次に、整理番号３３番、６０番および６１番の受け人は、○○

委員と同居する親族です。 

よって、整理番号３３番、６０番および６１番は農業委員会等

に関する法律第３１条に基づき、○○委員の退席を求めて審議

します。 

○○委員の退席をお願いします。 

（○○委員 退席） 

それでは、整理番号３３番、６０番および６１番の審議に入り

ます。 

各委員の質疑を求めます。 

質疑はありませんか。 

（質疑なし） 

質疑がないようですので、質疑を終結します。 

お諮りします。 

議案第５８号、整理番号３３番、６０番、６１番は原案のとお

り決定することに、賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

はい、全員賛成と認めます。 

よって、議案第５８号、整理番号３３番、６０番、６１番はお

諮りのとおり決定します。 

○○委員の退席を解きます。 

（○○委員 退席） 
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それでは、整理番号２番、１６番、１７番、３３番、６０番、

６１番を除く議案第５８号の審議に入ります。 

各委員の質疑を求めます。 

質疑ありませんか。 

（質疑なし） 

質疑がないようですので、質疑を終結します。 

お諮りします。 

整理番号２番、１６番、１７番、３３番、６０番並びに６１番

を除く議案第５８号は原案のとおり承認することに、賛成の委

員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

はい、全員賛成と認めます。 

よって、議案第５８号は、お諮りのとおり決定します。 

よって、原案のとおり、宮崎県農業振興公社に農用地利用集積

等促進計画の作成を要請します。 

次に、議案第５９号「農用地利用集積等促進計画（農地中間管

理権設定等）について」を議題とします。 

事務局から説明をお願いします。 

はい、事務局。 

それでは、議案第５９号、農用地利用集積等促進計画、所有権

移転について説明します。 

５０ページをご覧ください。 

この議案は、農地中間管理機構の売買事業の案件となります。 

本案件の申請件数は４件です。 

５１ページをご覧ください。 

システム移行による様式の変更はありません。 

資料の修正があります。 

整理番号３番です。 
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○○字〇〇〇〇〇〇番の申請農地の面積が漏れておりました。 

「５０５平米」の追記をお願いします。 

それに伴いまして、合計の面積が「１４７２平米」から「１９

７７平米」となります。 

大変申し訳ありませんでした。 

それでは、申請内容について概略を説明します。 

整理番号１番、事業区分は支援事業の即売りです。 

申請農地は、田３筆、畑４筆、計７筆、６９５５平米で農振農

用地です。 

対価は〇〇〇〇〇〇○○円です。 

受け手は認定農業者であり、和牛繁殖経営を行っています。 

農地購入後の利用としては、飼料の作付を予定されています。 

担い手区分をご覧ください。 

申請農地は○○の地域計画内の農地であり、その地域計画内の

担い手として受け人は位置づけられていますので、売買事業活

用の要件を満たしていると判断しています。 

事業区分の欄をご覧ください。 

これは事業を活用する際の農地の出し手、受け手による手数料

の負担割合についてになります。 

支援事業の場合は手数料が２％、一般事業の場合は手数料が

２．５％となります。 

受け手が認定農業者であること、団地化要件、基準面積要件、 

申請対象地が農振農用地であることの全ての要件を満たしてお

りましたので、支援事業と判断しています。 

備考欄のとおり、園田委員の掘り起こしです。 

続きまして、整理番号２番。 

事業区分は支援事業の即売りです。 

申請農地は、田１筆、３２６平米で農振農用地です。 
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対価は〇〇〇〇〇〇円です。 

受け手は、認定農業者で稲作経営を行っています。 

農地購入後の利用としては、水田を予定されています。 

担い手区分をご覧ください。 

申請農地は、○○の地域計画内の農地であり、受け手は地域計

画内の担い手として位置づけられていますので、売買事業活用

の要件を満たしていると判断しています。 

事業区分をご覧ください。 

受け手が認定農業者であることなど、全ての要件を満たしてい

ましたので、支援事業と判断しています。 

備考欄のとおり、山口委員の掘り起こしです。 

続きまして、整理番号３番、事業区分は支援事業の即売りで

す。 

申請農地は、田３筆、１９７７平米で農振農用地です。 

対価は〇〇〇〇〇〇○円です。 

受け手は、認定農業者であり、水稲経営を行っています。 

農地購入後の利用としましては、水田を予定されています。 

担い手区分をご覧ください。 

申請農地は、○○の地域計画内の農地であり、受け手は地域計

画内の担い手として位置づけられていますので、売買事業活用

の要件を満たしていると判断しています。 

事業区分の欄をご覧ください。 

受け手が認定農業者であることなど、全ての要件を満たしてい

ましたので、支援事業と判断しています。 

整理番号４番、事業区分は支援事業の即売りです。 

申請農地は、田４筆、２８５３平米で、農振農用地です。 

対価は〇〇〇〇〇〇〇円です。 

受け手は認定農業者であり、農地所有適格法人です。 
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稲作経営を行っています。 

農地購入の理由としましては、水田を予定されています。 

担い手区分をご覧ください。 

申請農地は、水流の地域計画内の農地であり、受け手はその地

域計画内の担い手として位置づけられていますので、売買事業

活用の要件を満たしていると判断しています。 

事業区分の欄をご覧ください。 

受け手が認定農業者であることなどの全ての要件を満たしてお

りましたので、支援事業と判断しています。 

以上、本計画において所有権移転を受ける者は、所有権移転を

受けた後に農用地の全てを効率的に利用して耕作すること、お

よび農作業に常時従事することなど、何ら問題ないと考えま

す。 

ただいま事務局の説明が終わりました。 

ここで、整理番号３番の受け手は、〇〇委員と同居する親族で

す。 

よって、整理番号３番は、農業委員会等に関する法律第３１条

に基づき、○○委員の退席を求めて審議します。 

○○委員の退席をお願いします。 

（○○委員 退席） 

それでは、整理番号３番の審議に入ります。 

各委員の質疑を求めます。 

質疑ありませんか。 

（質疑なし） 

はい、質疑がないようですので、質疑を終結します。 

お諮りします。 

議案第５９号、整理番号３番は、原案のとおり決定することに

賛成の委員の挙手を求めます。 
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（全員挙手） 

はい、全員賛成と認めます。 

よって、議案第５９号、整理番号３番は、お諮りのとおり決定

します。 

○○委員の退席を解きます。 

（○○委員 着席） 

これより整理番号３番を除く議案第５９号の審議に入ります。

各委員の質疑を求めます。 

質疑はありませんか。 

（質疑なし） 

質疑がないようですので、質疑を終結します。 

お諮りします。 

整理番号３番を除く議案第５９号は原案のとおり承認すること

に、賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

はい、全員賛成と認めます。 

よって、議案第５９号は、お諮りのとおり決定します。 

なお、原案のとおり、宮崎県農業振興公社に農用地利用集積等

促進計画の作成を要請します。 

次に、議案第６０号「農地法第５条の規定による許可申請につ

いて」並びに議案第６１号「非農地証明願いについて」を一括

議題とします。 

事務局から説明をお願いします。 

はい、事務局。 

議案第６０号、農地法第５条の規定による許可申請について、

説明します。 

今月の許可申請件数は４件です。 

申請人等の住所、氏名については省略します。 
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５３ページをお開きください。 

議案の説明の前に書式が変更となっていますので、説明しま

す。 

新しい書式では、初めに土地の所在、地番、地目、面積等の農

地情報が記載され、申請人、転用概要、転用事由、目的、備考

欄の形となっています。 

権利の欄の有償は、これまでの売買の意味となります。 

また、農地区分や、農振区分である立地基準の記載が離れてい

たりと、以前の書式に慣れていると見にくいと思いますが、新

しい書式についてご了承ください。 

それでは、議案の説明に入ります。 

整理番号１番、申請地は、大字〇〇〇〇大字〇〇〇、田２筆、

５９１平米を〇〇〇下り線床版取替工事資材置き場敷地として

申請するものです。 

権利関係は賃貸借です。 

一時転用となります。 

立地基準につきましては、農振区分は農振地域内白地、農地区

分は第二種農地、都市計画区域は区域外となります。 

備考欄に記載してありますが、本申請地は未相続農地であるた

め、相続人全員同意の上で相続人代表からの申請となります。 

また、契約期間は、許可日から１年３か月となっています。 

事業費につきましては、敷地整地〇〇〇円、土木シート布設費

〇〇〇円、簡易仮設資材〇〇〇〇円、鉄板費用〇〇〇〇円、借

地料〇〇〇円、計〇〇〇〇円を自己資金にて対応されます。 

敷地内の雨水は、敷地内に素掘りの側溝を敷設し、北側水路に

て処理されます。 

続きまして、整理番号２番と整理番号３番については同一案件

となるため、あわせて説明します。 
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申請地は、大字○○字〇〇〇および〇〇〇〇、田２筆、２８８

９平米をスーパーセンター建設敷地として申請するものです。 

権利関係は売買です。 

立地基準につきましては、農振区分は農振地域内白地、農地区

分は第一種農地、都市計画区域は区域内用途指定なしとなりま

す。 

第一種農地は原則不許可ですが、不許可の例外となる隣接土地

と一体的に利用する第一種農地の面積が総事業面積の３分の１

以下である場合、通称３分の１要件に該当するため問題ないと

判断しています。 

備考欄に記載してありますが、事業面積は宅地等農地以外の地

目を含んだ１４４０９．９平米となります。 

事業費につきましては、土地購入費〇〇〇〇〇〇〇円、造成費

〇〇〇〇〇〇○円、建築費〇〇〇〇〇〇○円、調査設計費〇〇

〇〇〇円、計〇〇〇〇〇〇○円を自己資金にて対応されます。 

排水関係について、雨水は敷地内に側溝を敷設し、敷地東側地

下に設置する調整池へ排水します。 

また、店舗排水は合併浄化槽処理後、同じく調整池へ排水しま

す。 

調整池で排水を集約後、東側水路へ流量調整を行い、排水する

計画となっています。 

本案件について、第一種農地の不許可の例外が隣接土地と一体

的に利用する第一種農地面積が、総事業面積の３分の１以下で

ある場合に該当するとの説明を行いましたが、このことについ

て補足説明します。 

この例外につきまして、第一種農地の場合は総事業面積に対す

る申請農地の割合が３分の１以下であった場合に該当します。 

今回の総事業面積は１４４０９．９平米で、うち農地面積は２
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８８９平米です。 

割合としまして約２０％となり、３分の１以下となるため、不

許可の例外に該当するものです。 

続きまして、整理番号４番、申請地は、大字○○字〇〇、田１

筆、４８３平米を一般個人住宅敷地として申請するものです。 

権利関係は売買です。 

立地基準につきましては、農振区分は農振地域外、農地区分は

第三種農地、都市計画区域は区域内第一種住居地域となりま

す。 

事業費につきましては、土地購入費、登記等費用〇〇〇〇〇〇

○○円、造成外構工事費〇〇〇〇円、建設費〇〇〇〇〇〇〇〇

〇円、諸経費〇〇〇〇〇〇○円、消費税等〇〇〇〇〇〇○○

円、計〇〇〇〇〇円を融資にて対応されます。 

雨水は南側市道側溝にて、また、生活排水は合併浄化槽処理後

南側市道側溝にて処理されます。 

続きまして、整理番号５番、申請地は、大字○○字○○、田１

筆、１１８０平米を事務所、住宅用敷地として申請するもので

す。 

本案件は既に造成が行われているため、譲渡人からの始末書の

提出があります。 

権利関係は売買です。 

立地基準につきましては、農振区分は農振地域内白地、農地区

分は第二種農地、都市計画区域は区域内用途指定なしとなりま

す。 

事業費につきましては、土地購入費〇〇〇〇〇円、造成費〇〇

〇〇円、建築費〇〇〇〇〇円、計〇〇〇〇〇円を自己資金およ

び融資にて対応されます。 

雨水は地下浸透および西側市道側溝にて、また生活排水は合併
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浄化槽処理後、西側市道側溝にて処理されます。 

５４ページをお開きください。 

続きまして、議案第６１号、非農地証明願いについて説明しま

す。 

今月の証明願い件数は２件です。 

申請人の住所、氏名については省略します。 

５５ページをお開きください。 

議案の説明の前に、書式が変更となっていますので、説明しま

す。 

新しい書式では、初めに農地情報が記載され、判定種目、現況

地目、利用状況、申請人、備考欄の形となっています。 

判定地目の山林原野については、システムでの表記となりま

す。 

現況地目は、利用状況欄をご確認ください。 

また、これまであった農地区分等の立地基準や根拠の記載がな

くなっていますが、根拠については備考欄へ記載をしていま

す。 

以前の書式に慣れていると見にくいと思いますが、こちらにつ

いても新しい書式についてご了承ください。 

それでは、議案の説明に入ります。 

整理番号１番。 

申請地は、大字〇〇〇字○○、畑２筆、８５６平米です。 

判定地目は山林原野となり、利用状況は現況山林となります。 

非農地の根拠につきましては、耕作放棄地のうち農地として利

用するには一定水準以上の物理的条件整備が必要な土地です。 

整理番号２番。 

申請地は、大字○○字○○、田１筆、２８０平米です。 

判定地目は山林原野となり、利用状況は現況原野となります。 
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非農地の根拠につきましては、耕作放棄地のうち農地として利

用するには一定水準以上の物理的条件整備が必要な土地です。 

ただいま事務局の説明が終わりました。 

議案第６０号並びに議案第６１号については、去る３月２６日

に第３小委員会で審議をされています。 

ここで、第３小委員会から報告をお願いします。 

はい、前原第３小委員会委員長。 

それでは、第３小委員会の報告を行います。 

少し説明が長くなりますので、座って説明します。 

会長から招集を受けまして、昨日３月２６日に委員１０名、事

務局３名の計１３名の出席のもと、第３小委員会を開催いたし

ました。 

今回の議案は、農地法第５条許可申請４件、非農地証明願い２

件、計６件でした。 

初めに、議案第６０号、農地法第５条の許可申請、整理番号１

番について説明します。 

借受人は、西日本高速道路株式会社が発注している宮崎自動車

道〇〇〇橋床版取替工事、床版というのは床板という意味であ

ったと思いますが、受注している法人です。 

本工事を実施するため、工事に使用する資材等を保管する場所

を探していたところ、工事施工場所に隣接する本申請地が利便

性が良く適当と判断し、相続人代表者に相談したところ了承を

得られたために申請されたものです。 

場所は、〇〇〇〇〇地区の高速道路高架橋のすぐ北側に位置し

ます。 

申請地の周囲の状況は、東側、西側および南側は道路、北側は

水路に接しています。 

西側に農地がありますが、資材を置くときに境界から２メート
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ルほど距離を空けておく計画です。 

また、簡易仮設資材を使用し、シラス等による造成を行わない

ため原状復旧もすぐにできる計画とのことでした。 

この資材の説明も添付されてありまして、撤去後すぐに原状に

復旧ができるという優れた資材ということでした。 

周辺の農地への影響はないと判断し、問題は見当たりませんで

した。 

整理番号２番、３番は同一事業となるため、あわせて説明しま

す。 

譲受人は、○○市に本拠を置くスーパーマーケットで、全国展

開を行う法人です。 

えびの市内、西小林地区、鹿児島県湧水町吉松からの集客が見

込める土地を検討し、本申請地が適当との判断に至り、土地所

有者へ相談したところ、了承を得られたため申請されたもので

す。 

場所は、○○地区の国道沿いです。 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇があった一帯となります。 

申請農地の周囲の状況は、〇〇〇〇に店舗や住宅地、農地が混

在していますが、〇〇〇番〇は、南側の農地に接しています。 

隣接農地等の境界には擁壁を設置し、また敷地は舗装工事を行

い、土砂の流出防止を行う計画です。 

事業地内には水路がありますが、暗渠および点検孔を設置し、

申請者において管理を行うとの土地改良区からの同意を得てい

るとのことです。 

周辺農地への影響はないと判断し問題は見当たりませんでし

た。 

整理番号３番について説明します。 

譲受人は、現在家族２人で持家に住んでいるとのことですが、
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土砂災害警戒区域内にあり、最近周囲の山林が伐採され、住宅

前の河川が大雨のたびに濁流となる状況にあるとのことでし

た。 

温暖化による降雨量の増加で、土砂災害の発生も懸念され、転

居を計画し土地を探しており、今回土地所有者へ相談したとこ

ろ、了承を得られたため申請されたものです。 

場所は、〇〇〇地区の〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇○○から西に約７

０メートルのところ、市道沿いに位置します。 

申請農地の周囲の状況は、概ね住宅地となっており、本申請地

の隣接に農地はありませんでした。 

そこで、申請地の周囲に農地がないため問題はないと判断した

ところです。 

整理番号４番について説明します。 

譲受人は市内の借家住まいで、実家の一部を事務所とし、〇〇

〇〇〇〇〇を行っているとのことです。 

事務所の所在地は、○○地区で交通の便が悪く、お客様に迷惑

をかけていることから、今回住宅と事務所の建設を計画し適地

を探していたところ、申請地は国道に接し、大変利便性の良い

土地であるため、土地所有者へ相談したところ了承を得られた

ため申請されたものです。 

場所は〇〇〇の〇〇地区で、〇〇〇〇○○入口交差点から東に

約１３０メートルのところの国道沿いに位置します。 

申請地の周囲に農地はなく、問題は見当たりませんでした。 

議案第６１号、非農地証明願いについて説明します。 

整理番号１番の願出地は、大字〇〇〇字○○で〇〇〇地区とな

りますが、県営〇〇〇団地から南に約３３０メートルのところ

で周囲が山林となった場所に位置します。 

願出地の周囲の状況は、全て山林に接しています。 
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雑木が覆い茂って、長期にわたり、これ１０年ぐらいと判断し

ましたが、長きにわたり耕作されていないという状況でした。 

整理番号２番、願出地は、大字〇〇字○○で○○地区となりま

すが、○○公民館から北東に約３００メートルのところに位置

します。 

願出地の周囲の状況は、全て山林に接しています。 

現在は山林の伐採がされており、木はありませんでしたが、願

出地の周囲は山林であり、植林されることなど周囲の状況から

して耕作はできないと判断いたしました。 

以上第３小委員会は慎重審議しました結果、農地法第５条許可

申請４件、非農地証明願い２件について問題は見当たりません

でしたので、全会一致で許可相当および非農地としてもやむを

得ないと判断しました。 

皆様のご審議をお願いしまして、第３小委員会の報告を終わり

ます。 

続きまして、事務局より判断根拠の説明をお願いします。 

はい、事務局。 

判断根拠を説明します。 

農地法第５条の規定による転用許可申請において、一般基準に

つきましては申請書に基づき審査した結果、問題ありませんで

した。 

立地基準につきましても、小委員長報告にありましたとおり、

問題ないとのことです。 

また、非農地証明願いについて、県が示す証明書交付手続要領

および市農業委員会農地判定に係る取扱基準に合致していると

判断します。 

よって、今月の議案第６０号および第６１号の計６件につきま

しては、転用許可基準および非農地判断基準を全て満たしてい
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議長（会長） 

 

ると判断します。 

以上です。 

ただいま、第３小委員会委員長報告並びに事務局の説明が終わ

りました。 

これより議案第６０号並びに議案第６１号の審議に入ります。 

各委員の質疑を求めます。 

質疑はありませんか。 

（質疑なし） 

質疑がないようですので、質疑を終結します。 

議案第６０号並びに議案第６１号に対する第３小委員会の判断

は、許可相当または非農地として承認相当です。 

また事務局の判断も同様です。 

お諮りします。議案第６０号並びに議案第６１号は原案のとお

り承認することに、賛成の委員の挙手を求めます。 

（質疑なし） 

はい、全員賛成と認めます。 

よって、議案第６０号並びに議案第６１号は、お諮りのとおり

決定します。 

なお、議案第６０号は、許可相当として県知事に意見を進達し

ます。 

ここで長引きましたので、休憩をとりたいと思います 

６分程度休憩をとります。 

１１時２５分に開催します。 

 

（休憩  １１時１９分～ １１時２５分） 

 

それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

次に、議案第６２号「令和８年度最適化活動の目標の設定等に
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ついて」を議題とします。 

事務局長補佐から説明をお願いします。 

はい、事務局長補佐。 

案第６２号、令和８年度最適化活動の目標の設定等について、

説明します。 

５６ページとなります。 

農業委員会等に関する法律第３７条および農業委員会等に関す

る法律施行令第１５条に基づき、令和８年度最適化活動の目標

の設定等案を作成したので、意見を求めるということです。 

これにつきましては、３月末までに目標設定を行って４月末に

農業委員会の確認を受けた後、ホームページ等で公表および県

の方に報告することとなっています。 

５７ページをご覧ください。 

令和８年度最適化活動の目標設定等です。 

「農業委員会の現在体制」は、令和５年７月２７日から令和８

年の７月２６日までの任期を記載しています。 

「農業委員の構成等」については、前年度と変わらずそのまま

ということで、右側の農地利用最適化推進委員についてもその

ままです。 

２番、「農家、農地等の概要」です。 

総農家数が空欄となっていますが、ここについては、２０２５

年の農業センサスの数字を入れることになっています。 

その下の農業経営体数は出ているのですが、公表されているの

が概算値であり、総農家数の公表は未だないところです。 

３月末から４月頭に公表されるのではないかという情報もあり

まして、農業会議に確認をした結果、ここは空欄のままで、わ

かった段階で入れるようにとなっています。 

右側の農業者数、基幹的農業従事者数は「１１５４、うち女性
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４０代以下６５」としていますが、この数字についてはセンサ

スの数字になっています。 

右側、認定農業者数や新規認定就農者数、その他構成になって

いますが、これ現段階でわかっている数字で入れているところ

です。 

その下です。 

耕地面積ですが、ここも最近まで公表はないところです。 

今回議案を配付した後に通知がありまして、農地および作付面

積統計の数値は変わりますので、ご了承ください。 

加筆をお願いします。 

耕作面積は、田「２２５０」、畑「１２１０」が「１２００」、

計「３４７０」が「３４４０」です。 

田が「２２５０」、畑が「１２００」、計「３４４０」になりま

す。 

ということで、約３０ヘクタールほど減っています。 

次、裏面に移ります。 

ここも一番上の管内の農地面積が先ほどの件で、「３４７０」

から「３４４０」に変わってきます。 

これまでの集積面積ですが、ここが「１６６５」で、そのまま

ですので、集積率の方が「４７．８」から「４８．４」に変わ

ります。 

これに伴いまして目標です。 

②の目標ですが、目標が令和５年の９月に策定しました農業経

営基盤の強化の促進に関する基本的構想で、集積率の目標は８

０％となっています。 

真ん中の農地面積のところが、先ほどの「３４４０」に変わっ

てきますので、ここも数字が変わってきますが、今年度の新規

集積面積が「１１１１」がありますが、「１０８７」というこ
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とです。 

真ん中ですが、遊休農地の解消は、１号遊休農地はいわば緑と

黄色の部分です。 

ここは４９ヘクタール。 

ここも前年と変わらなかったのですが、内訳については緑が

「２８」と黄色が「２１」となってます。 

前年比較すると黄色から緑に移行しています。 

全体的には変わっていません。 

その下、目標面積とあります。 

ここについては、令和３年度の目標ですので、特に今のところ

変更はありません。 

右側に移ります。 

新規参入の促進で、令和５年度、令和６年度と前年度報告の数

字です。 

令和７年度の新規参入者につきましては、「２経営体、○○〇

ヘクタール」です。 

２経営体ですが、１経営体につきましては養鶏ですので、農地

の所有がありません。 

１経営体につきまして、約〇〇〇ヘクタールになっています。 

ここでは、目標、権利移動面積の目標値もあります。 

令和４年度、令和５年度、令和６年度の権利移動面積です。 

３条、基盤その他中間管理事業は、ここ３年間の４年、５年、

６年度の平均が「２１９」でした。 

本市の１０％を目標となっていますので、「２１．９ヘクター

ル」としています。 

真ん中です。 

最適化活動の活動目標については、毎年ですが、１人当たりの

活動日数を月に「７日」で設定しています。 
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実際の実績をみていますと、平均すると３日から４日になって

いますので、今後上げていかなければいけないと思っていま

す。 

その下です。 

活動強化月間を、設定目標は３回で設定するようになっていま

す。 

７月、８月を農地の集積、担当地区における地域計画の話し合

い活動に参加ということにしていますが、地域計画等の話し合

いという内容に変更したいと思います。 

１月については、遊休農地の解消の項目です。 

ここは例年どおりです。 

最後のページ、６０ページになります。 

新規参入相談会につきましては、年に１回以上ということで、

毎年ですが、今年も１１月に開催されます宮崎市の相談会に参

加人数１名としていますが、例年会長と事務局の２名が参加し

ています。 

こういう内容で、最適化の目標を立てて農業委員会の審議にか

けた上で、先ほど申しました農業会議への報告、ホームページ

の公表、県への報告という流れになってきます。 

今後は、５月総会に令和７年度の最適化目標の実績の審議をお

願いしなければなりませんので、関連としてお伝えしたいと思

います。 

説明については以上です。 

事務局の説明が終わりました。 

これより議案第６２号の審議に入ります。 

各委員の質疑を求めます。 

質疑はありませんか。 

はい、森永委員。 
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畜産農政課長補佐 

 

 

 

 

 

修正ですが、５７ページのところの上のところ、農業委員会名

がありますが、ここが誤りです。 

はい、事務局長補佐。 

ここは修正いたします。 

ついでに申し上げますが、先ほどの修正箇所も含めて、まだ３

月末が来てない状況で目標設定するようになっています。 

多少数字が動くところがありますので、ご了承いただきたいと

思います。 

以上です。 

他にないですか。 

（質疑なし） 

質疑がないようですので、質疑を終結します。 

お諮りします。 

議案第６２号は原案のとおり決定することに、賛成の委員の挙

手を求めます。 

（全員挙手） 

はい、全員賛成と認めます。 

よって、議案第６２号は原案のとおり決定します。 

次に、議案第６３号「地域計画の変更に係る意見聴取につい

て」を議題とします。 

畜産農政課から説明をお願いします。 

はい、畜産農政課長補佐。 

畜産農政課担い手対策係の遊木と申します。 

今回、地域計画の変更に係る意見聴取について、農業委員会の

意見を求めるため、お願いしたところです。 

６２ページの令和７年度に地域計画変更の必要があったのが１

５地区ありました。 

それぞれの地区の計画の中身につきましては、以下資料に添付
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されているとおりですが、変更の理由としてそれぞれ地区ごと

に説明します。 

１番目から上大河平、丸岡の地域計画につきましては、担う者

に位置づけをする方が変更になったことと、エリアが少し拡大

されました。 

昨年度と比較しないと少しわからないとは思いますが、耕作者

で担う者が増えたことで面積が増えることもあります。 

次に、下大河平の地域計画です。 

こちらにつきましては、非農地による除外がありましたので、

エリアが少なくなった部分と担う者に位置付けられる方が増え

たことによって、エリアが変更になってます。 

ここに位置づけられた方は鶏舎、鶏をされる方で、その方の鶏

舎の部分の面積が増えているので、耕作面積としては転用によ

り除外された分が減っただけになります。 

次に、今西、上江の地域計画。 

こちらにつきましては、担う者に位置づけが必要な方が出てき

まして、その方の面積の部分、エリアが拡大されました。 

今西地区は、７８ページからの資料になります。 

次に、西川北です。 

西川北につきましては、８８ページからです。 

こちらは新たにですね、遊休農地解消事業に取り組む方がいら

っしゃいまして、西川北の遊休農地になっている地域のところ

を改善されて、そこで耕作を行う方が出てきましたので、その

部分を地域計画エリア内に含めたところです。 

なので、各エリアが拡大されました。 

場所としてはですね、中山間直払いエリアになると思います

が、地図上ではすごくわかりづらいですが、棚田の部分だとい

うことです。 
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次です。 

５番目、南昌明寺地区につきましては９６ページ以降です。 

こちらにつきましては、担う者に位置づける必要がある方がい

らっしゃいますので、その方が変更になっています。 

担う者に位置づけるというのは、９９ページのところにありま

すが、ここに認定農業者とか認定新規就農者につきましては、

明確に位置づける必要がありまして、いろんな事業の取り組み

に影響しますので、そういう方、必要な方につきましては位置

づけを行っています。 

続きまして６番目、飯野麓東部地区です。 

１０２ページ以降です。 

令和７年度に地域集積協力金に取り組まれました。 

そのため、集積に伴う耕作者を変更していますので、その関係

で地図が変更になっています。 

その分を反映したところです。 

誰がどこっていうのは細かいことになるので、この地図上、資

料上ではわかりづらいとは思います。 

続きまして、出水地区、１０８ページです。 

出水地区につきましても、担う者に位置づけが必要な方がいま

したので、その方を位置づけました。 

こちらにつきましては、養鶏の方なので鶏舎として、農業用施

設を位置づけました。 

続きまして、白鳥畑かん地区です。 

１１４ページ以降です。 

ここでは、担う者に位置づけが必要になった方がいます。 

１１７ページの担う者、そちらに新たに認定新規就農者として

位置づけをしました。 

続きまして、尾八重野地区、１２２ページです。 
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尾八重野地区につきましては、令和８年度に転用の予定がある

地区の農地を除外するために、先に地域計画から除外する必要

がありましたので、除外したところです。 

地番につきましては、地図上で少しわかりづらいですが、耕作

がされていない農地だということです。 

１０番目、下方・小岡丸につきましては、１２８ページ以降に

なります。 

こちらにつきましても、担う者に位置づけが必要になられる方

がいましたので、変更しました。 

１３１ページの担う者の一覧の部分で認定新規就農者を位置づ

けしました。 

１１番目、苧畑中山間地集落協定の地区です。 

１３６ページです。 

こちらの中山間直接支払交付金の対象農地が広がることに伴

い、対象地区は交付金の対象地区にするためには、地域計画に

位置づけないといけないという決まりがありますので、今回地

域計画の変更を行ったものです。 

１２番目、末永地区です。 

まず１４２ページです。 

こちらにつきましては、担う者に位置付けないといけない方が

出てきましたので、その方を位置づけたのですが、この方は認

定農業者ではないのですが、利用者として位置づけておかない

と、機構の事業の取り組みなどに影響があるので位置づけをし

ました。 

１３番目、池島地区です。 

１５０ページです。 

こちらにつきましては、担う者に位置づけを必要な方を位置づ

けました。 
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池島地区で、来年度以降新規認定就農者がハウスを取得する予

定がありますので、その方を位置づけました。 

１４番目、水流地区です。 

１５６ページです。 

こちらにつきましても、担う者に位置づけが必要になりました

ので、その方を位置づけています。 

１５９ページの担う者一覧の部分です。 

最後に、弁財天地区です。 

１６２ページです。 

弁財天地区につきましては、地域集積協力金事業に取り組ま

れ、集積組合を今年度立ち上げられました。 

それに伴う耕作者の変更に伴う担う者一覧の変更および地図の

変更がありましたので、地域計画の変更をしました。 

以上になります。 

畜産農政課からの説明が終わりました。 

これより議案第６３号の審議に入ります。 

各委員の質疑を求めます。 

質疑はありませんか。 

畜産農政課から説明があります。 

はい、畜産農政課長補佐。 

地域計画につきましては、令和６年度末に４８区で策定が済み

ました。 

今年度の初めに皆さんに、こういう地図も一緒に配付されたと

思います。 

地域計画が作成されたエリアに広がっていっている地図です。 

この整備計画の中身は、将来の担い手を位置づける目標地図と

いうものを作成して、地域の中で農地を守っていく話し合いを

行ってほしいという国の制度ですが、実際去年策定した地域計
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画の中身では、現耕作者を位置づけるにとどまりました。 

地域の中で、誰に農地を任せていくのかという話し合いの場は

なかなか難しいという現状がありましたので、現状で地域計画

を策定したところです。 

今後、この地域計画が目的のように策定、変更されていくため

には、皆さんのご協力と、地域の方々との話し合いの場、そう

いうご協力をいただく必要が多々出てくると思いますので、今

後とも地域の農地の耕作者の情報や誰に集約していって、地域

の農地を守るのかという話し合いの場に、私どもも参加させて

いただき、地域の農地を守っていこうということで考えていま

すので、ぜひよろしくお願いします。 

他に質疑はありませんか。 

はい、森永委員。 

勉強のため教えてほしいのですが、今の説明の中で１５３ペー

ジと１５４ページで質問しますが、左の１７番の〇〇〇さんが

右の図面で真ん中よりも上に緑の濃い部分があると思います

が、これが○○さんのハウスの場所になるんですか。 

はい、畜産農政課長補佐お願いします。 

そのとおりです。 

○○さんが今度ここを取得する予定がありまして、事業の経費

が結構かかるので、事業費の目的のためにも、地域計画に位置

づけが必要となりましたので、位置づけをしました。 

はい、他にないですか。 

（質疑なし） 

質疑がないようですので、質疑を終結します。 

お諮りします。 

議案第６３号は原案のとおり決定することに、賛成の委員の挙

手を求めます。 
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議長（会長） 

（全員挙手） 

はい、全員賛成と認めます。 

よって、議案第６３号は原案のとおり決定します。 

なお、市長に対しその旨を通知します。 

以上で本日の審議は終了いたしました。 

  

午後１１時５２分 

 

 

 


